
どうろうんそ

理規定をも佳いた。

昭和 3 年自動車運送行政が内務省から鉄道省に移管されて以

来，関係法制lの整備を鋭意促進した結果，事業店主理法規が分離

独立し ， 自動車交通事業法が 6 年に制定され 8 ・ 10 ・ 1 か ら施

行された。同年に行われた自動車取締令の改正は， これに対応

して事業民主理|刻係規定を削除するとともに，その後における自

動車の普及発達に目IJ応して保安規定の強化弘充をはかったもの

である。

太平洋戦争終了後， 自動車巡送を主制i とする道路運送に課せ

られた責務の重大性にかんがみ，従米の関係法令における不備

を是正する一方，その戦時統制法的色彩をÍ!!I，くする必裂が生じ

た。旧道路運送法 (11召和 22 年法律W; 191 号)はこれに対処して

制定されたもので， 自動車保安l刻係をも含めた道路運送の総合

法規といえよう。

旧道路巡送1去の施行後， 社会経済の諸情勢における大きな変

化に伴ない， 道路巡送は画期l:fJな発主主をみた。これによる自動

車両数の加速度的なJ.lrliJ II と ， 多極多岐にわたる車種型式の現出

は， 一方において， 多数の各極111両の高速度混合交通による車

両事故の累鳩をもたらし，他方において，自動車笑磁の復雑化

による不~'i;正な登録を招く結果とな っ た。本法はかかる突情に

対処して.111阿保安行政の民主化を推進しつつ.111雨の安全性を

確保して車両事故の防止を徹底させるとともに，自動車の登録

の真正を確保してその行政目的の達成をJ91 し，あわせて登録に

民事的効力を与えることによって自動車を目的とする民事法律

関係の安全の確保に資しながら， 自動"Iij)!当制度創設の途を開

くため，旧道路巡送法のうち111丙の保安にl刻する箇条および付

属命令を発展的に解消して，これを単行法として一元化したも

のである。制定について有力な参考とされたのは，米国の統一

車両法!J1!:であった。なお，その後 2 回にわたり一部改正をみた。

2 概 主主

(1) 自動車の主主録

自動車(軽自動車および 2 輸の小型自動車を除く)は， 都道府

県知事(陸連事務所が所等:する)の霊長銀を受けたものでなければ，

運行の用に供しではならない(第 4 条) 。自1fdJl11に関する実態は

健および盗難予防 とし、う行政目的の主主成をJUlするものである。

登録業務は専門職たる自動車登録官が行う(第 24 条)。登録を受

けた自動車の所有権の得wは . lla占を受けなければ第三者に対

抗することができなし、(第 5 条)。 自動111の 主主鍛に対し，所有権

得wの対抗力を付与することによって. 1当日ij)車を目的とする民

事法律関係のi略的安全を確保しようとするものである。これに

より，登録自 ift)JJliの得裂の対抗要件は. iff))艇としての引ìJ.[から

不動産および船舶に準ずる登録へと切り j~えられたのであ っ て，

自動車抵当制度突施の道をも聞く間期的なJ首位が誠ぜられたと

いえる。登録を民事上の公示方法としている例は，ほかにも漁

業法，鉱業法， 特許法，鉄道抵当法がある。 自動車の~録の有

する行政上お よひ・民事上の効力を裏付けるために，本法は幾多

の方i去をt悪用している。自動車登録番号の表示制度(第 11 条)は，

車両の安全性とともに所有権の所在を表示する効果をにない，

登録の検認(第17 条)および異議の申立制度(百~37 条)は，登録内

容の真正を常時確保し，番号機交付代行者の指定制(第 25 条)は，

傑板の不正を防止し. 111台番号~~-;の打刻および保存に l測する

規律(鈎 29-32 条)は， 自動車の同一性の表示手段の;p;正を確保

し，譲渡証明哲の交付に法的機拠を与えた措置(第 33 条)は，自

動車の流通過程における不正を防止しようとするものである。

なお試巡;1反 ・ 回送等の場合におし、て臨時迎行の許可を受けたと

きは，登録を受けなくとも，迎行のj羽に供することができる(第

34 条)。

(2) 道路運送車両の保安基準

道路運送車両は，締造装置が保安基準に適合したものでなけ

れば，運行の用に供してはならない(第 40-44 条)ので，保安上

必要最小限度の技術基準(保安基準)を設定し，盤術および検査

の技術基準を明示した。保安基準は，長さ ・ 阿および高さ等の

鱗造と，伽U if!JJ装置 ・ 前!照灯等装置とについて設定事項が本法に

明記されているが，これらの具体的内容については，すべて省令

に委任されている。法律に固定しては，規律対象たる自動車そ

の他の道路巡送車両の動的発展的性格に即応することができな

いからである。なお，保安基準は，道路交通取締法による車両の

構造 ・ 装置の具liiliおよび淵猿義務の基準として援用されている。

同法と本法との接点を示すもの として意義が淡い。

(3) 自動耶の整備

本法にL、う整備とは， 自動車またはその部分に対する消柿 ・

給油・修F.Jlおよび再生を意味する。自動車の保安は，あくまで

も遂行者および使用者の自主的整備にまつべきであるとし，車

両を保安基準に常時適合させるために，使用者 II!lJにおいて確立

すべき休制について，幾多の合理的基準を示している。仕業点

検を強制し(第 47 条) . 整備基準および車庫基準を勧告し(第48 ・

56条)自動車整備士の技能検定を行い(第 55 条l. 自動車整備管

理者の選任義務を与えた(第 50 条)のがこれである。

整備管理者制度は，パス型自動車等高度の保安を~;J(される

自動車の使用者と. 1 営業所に 5 両以上保有のハイヤー・タク

シー業者等， 比較的に保有両数の多い使用者とに対して適用し，

管理者の技術者としての良心に信頼して，自主的盤備について

の責任体制の確立と整備施行の能率化をはかろうとしたもので

ある。労働基準法における安全管理者および衛生管沼者，鉱山

保安法における保安管斑者等に類似する。なお自主的援備が不

完全のため全安を害する場合4こは，都道府県知I I]l:fi整備命令を

発することができる(第 54 条)。

(4) 自動車の検査

自動車(軽自動車を除く)は， その使用者が都道府県知事の行

う検査を受け，自動車検査請Eの交付を受けたものでなければ，

運行の用に供することができない(第 58 条)。 自動車の保安のた

めに国が車両検査を行い， 当該111阿が保安基準に適合している

かどうか，その使用者が正当な使用権を有するかどうかを政認

するのである。使用権についての確認は， 保安基準励行の1'(任

者たる使用者ーを明確には怪するために行う。検査業務は専門職

員たる自動車検査官が行う(第 74 条)。

自動車検査の有効期間は，パス ・ ハイヤ ー・ タクシ ー 9 箇月 ，

トラック 1 年，その他 2 年とされているが，保安上必製ある と

きは短縮することもできる(第 61 条)。

車両検査には，新規検査のほか， 有効期間更新のために行う継

続検査(第 62条l . 事故のひん発に際して行う臨時検査(第63条l.

分解盤侃i (原動後 ・ 動力伝達装置 ・ 走行装位 ・ 操縦装低 ・制動

装置・緩衝装位または連結装置2を取りはずして行う自動車の整

備または改造で重要なもの)完了に際して行う分解整備j検査(第

64条)および商品自動車に対する予ffliil食査(第 71 条)がある。こ

のうち分解整備検査は，自動車分解整備事業者において完成検

査に合絡したものについては行わない。

自動車の指定制度(第 75 条)は，新工11に対する新規検査を出国

審査によって行おうとするもので， 量産による均一世を利用し，

使用者の利便をはかっている。

なおこ輸の小型自動車に対しては登録制の適用はないが，検

査を受け車両番号僚を表示しなければならない (第 73 条)。
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